
平成 22 年 10 月 6 日 三重県生活・文化部新博物館整備推進室

「新博物館の活動と運営の方針(仮称)」のとりまとめについて 

開館後の活動や運営の基本的な内容については、事業実施方針において、運

営方針をはじめ各活動方針としてとりまとめることとしています。これに基づ

き、今後順次検討し、その結果を「新博物館の活動と運営」として、平成 21

年度（Vol.１）から 25 年度（Vol.５）まで年度ごとにとりまとめ、県民の皆

さんとの意見交換を進めていくこととしています。さらに、平成 25 年度末に

は「新博物館の活動と運営（Vol.１～Vol.５）」をもとに、「新博物館の活動と

運営の方針(仮称)」をまとめ、開館後の活動と運営に関する基本方針とします。 

この方針の一部として、今年度、運営方針の検討を行っているものです。 

 

 「新博物館の活動と運営の方針（仮称）」の主な構成は、下記のとおり予定

しています。このうち、平成 22 年度は、「第１章 活動と運営の基盤となるし

くみ」及び「第３章 運営方針」について検討案をとりまとめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新博物館の活動と運営の方針(仮称)」の主な構成 
           ※最終的に、平成 25 年度末をめどに作成 

 

第１章 活動と運営の基盤となるしくみ 

       ※平成 22 年度に検討案、22 年度～24 年度に検討、概成 

 

第 2章 活動方針  ※平成 23 年度に検討案、23 年度～24 年度に検討、概成 

（１）基本的な考え方 

（２）調査研究活動 

    ※●調査研究方針 

      ・調査研究の種類 

      ・調査研究の体制 

      ・調査研究計画と実施、評価 

 

（３）収集保存活動 

    ※●収集保存方針 

 

（４）活用発信活動   

    ※●交流創造展開方針 

     ・レファレンス、資料閲覧に関すること（閲覧手続き、規則等） 

     ・学習プログラム計画 

     ・県民活動室の運用方針 

●展示方針 

 

第 3章 運営方針  ※平成 22 年度に検討案、22 年度～24 年度に検討、概成 

1 
2 

3 
4 

Vol.5  ■活動と運営の基盤となるしくみ 

■活動方針 

（調査研究方針、収集保存方針、

交流創造展開方針、展示方針） 

■運営方針 

 

新博物館の

活動と運営

の方針 

（仮称） 

 

新博物館の活動

と運営(Vol.1～

Vol.5） 

H21～25 年度 

H.25 年度末完成 








